


１ 
更新により一生涯（更新最長９９歳まで）の保障の継続が可能です。 
●ご契約者から保険期間満了日の２週間前までに継続しない旨のお申し出がない限り更新されます。 

●ご契約可能年齢は２０～８９歳までです。 

２ 
保険期間中の死亡に対して死亡保険金をお支払いいたします。 
●死亡原因が、不慮の事故の場合は、K1プランは死亡保険金の２倍、K２プランは３倍をお支払いいたします。 

●ただし、契約日からその日を含めて１８０日以内の死亡の場合は、次のとおりとなります。 
 ・不慮の事故を直接の原因として死亡したときは、死亡保険金をお支払いいたします。 
 ・不慮の事故を直接の原因とせずに死亡したときは、既払込保険料相当額を死亡保険金としてお支払い 
  いたします。 

3 
保険料は高年齢でも一定です。 
●死亡保険金額は更新毎に逓減いたしますが、保険料は一定です。 

●保険料は１，０００円単位（３，０００円以上）となります。 

災害（不慮の事故）で死亡された場合は、K1プランは下記の死亡保険金額の２
倍、K２プランは３倍をお支払いいたします。 
保険料に４，０００円、５，０００円等のコースもご用意しておりますので、取扱者
にお問い合わせください。 

◆無配当 災害死亡割増型１年定期保険（保険料建）の死亡保険金例 

 K1プラン 

※新規にお申込み時、保険料３，０００円未満または、保険金額30万円未満（または300万円を超える）の場合はお取扱い出来ませんのでご注意ください。 
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お申込み時の取扱い範囲 
●被保険者年齢：満20歳～満89歳 
●死亡保険金額：K1プラン 30万円～300万円 
         ：K2プラン 30万円～150万円 
●保険料：3,000円以上 
 
 
 
 
 


